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設置根拠



組織の構成



環境審議会と主な部会

■ 各部会は、審議会から付託された
    事項について調査審議を実施
■ 「指定事項」は、審議会の付託があっ

たものとみなし、部会決議をもって   
審議会の決議とする

■ 各部会に付託された事項は、後日、
部会での審議結果を審議会に報告

※ 「指定事項」： 部会で審議する専門事項と
して審議会が定める事項（31項目）

＜例＞ 
・生活環境に係る環境基準の水域類型の指定
・鳥獣保護区の指定及び区域の拡張
・指定外来種の指定及び解除
・廃棄物処理計画の策定及び変更
・地球温暖化対策推進計画の施策評価
                                                    など



審議の流れ

１） 知事の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議すること

環境審議会の所掌事項（北海道環境審議会条例第２条）

２） 法令や他の条例の規定によりその権限に属する事務

【例】 地域脱炭素化促進区域に係る道基準案について

【例】 北海道生物多様性保全計画の変更について（北海道生物多様性保全条例第９条で「計画を定  
めるに当たり環境審議会の意見を聞くこと」とされており、変更の場合も同様）

所掌事項について知事が
環境審議会会長に

諮問

環境審議会または部会で
諮問された事項について

審議

審議結果は審議会の意見
として会長から知事に

答申
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